
令和４年４月1日から令和４年９月30日までの随意契約
【選挙管理委員会事務局】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

選挙管理
委員会事
務局

第26回参議院議員通
常選挙に係る期日前
システム用端末の設
定業務

令和4年5月20日

富士通Japan株
式会社　大阪第
二統括ビジネス
部

大阪市中央区城見２丁
目２番６号

3,305,500

本システムの運用にあたっては、住民基本台帳関係システ
ムとのデータ連携が必要であり、データ連携元となる住民基
本台帳関係システム及び既存のサーバ・端末・ネットワーク
環境を熟知している必要がある。設定後の検証作業を含め、
本業務を遂行できるのは、住民基本台帳関係システムの構
築業者であり、運用保守業務の委託先である同者に限られ
るため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

選挙管理
委員会事
務局

第26回参議院議員通
常選挙に係る八尾市
選挙人名簿抄本印刷
関連業務

令和4年6月1日
共同印刷西日
本株式会社

大阪市中央区平野町２
丁目１番２号　沢の鶴ビ
ル

（単価契約）
528,829

当該業務は、選挙期日の前々日の23時に業者にデータを引
渡し、翌日の９時30分に成果物の納品を求めるものであり、
非常に限られた時間で大量のデータ処理を行う能力及び深
夜帯における作業体制を備えている業者が一者しかないた
め。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

選挙管理
委員会事
務局

第26回参議院議員通
常選挙に係る計数機
等点検業務

令和4年6月2日
株式会社ムサシ
大阪支店

東大阪市長田中３丁目６
番１号

721,292
当該業務を遂行できるのは、機器の製造・販売業者である
同社に限られるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

選挙管理
委員会事
務局

第26回参議院議員通
常選挙に係る当日投
票システム導入業務

令和4年6月15日
行政システム株
式会社　大阪支
店

大阪市淀川区宮原４丁
目５番41号

1,842,390

本システムは、本市において既に導入済みである期日前投
票システムの開発業者の商品であり、操作方法等について
職員も一定の知見を有していることから、習熟までに時間を
要することとなる他社のシステムを新たに導入する場合に対
して、効率的に運用を開始することが出来るため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

令和４年度　随意契約の公表（選挙管理委員会事務局）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

選挙管理
委員会事
務局

第26回参議院議員通
常選挙に係る期日前
投票所及び不在者投
票所の電気設備の借
用

令和4年6月18日 ハヤタ電気商会
八尾市教興寺７丁目61
番地

453,200

（※変更後契約額
396,000）

当該業務の履行にあたっては、他業者によって同時に行わ
れる期日前投票所のパーテーション設営に合わせ、限られ
た時間内に期日前投票所のレイアウトに即した仮設電気設
備の設置工事を行うものである。過去に執行された選挙にお
いて、同業務を誠実に履行した実績を有し、市民ロビーの電
気配線及び期日前投票所のレイアウト等を熟知している当
該業者でなければ期限内に業務を履行することが出来ない
ため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

選挙管理
委員会事
務局

第26回参議院議員通
常選挙に係る投開票
器材搬送業務

令和4年6月24日
日本通運株式
会社　大阪南支
店

八尾市神武町２番24号 1,399,200

令和４年度入札参加資格者名簿【物品、委託・役務等】に大
分類運送、小分類貨物自動車運送（引越し、宅配含む）で掲
載されている業者のうち、当該期間において、自走式車椅子
を必要な台数（44台）確保できる業者が一者のみであったた
め。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

選挙管理
委員会事
務局

第26回参議院議員通
常選挙に係る八尾市
立総合体育館借上げ

令和4年7月8日
公益財団法人
八尾体育振興
会

八尾市青山町３丁目５番
24号

949,780

当該施設は、開票作業に必要な広さがあり、市のほぼ中心
部に位置しているため、開票作業を効率的に行うことができ
る。当該施設以外に開票作業に必要な条件を満たす施設が
ないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
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